
男性も
育児休業をとりやすく

なるね!
出産・子育て出産・子育てに関するに関する

法改正等のポイント法改正等のポイント

1 育児休業の取得回数が緩和されます

4月～6月の3月間の
報酬の平均額をベース

産前産後休業以前の12月間の
標準報酬月額の平均額をベース

4月 5月 6月

3月 4月 1月 2月

⇒ 25等級

⇒ 27等級

育休期間 ： 14日

掛金免除

12月 1月

掛金免除

育休期間 ： 35日

掛金免除

月末月初

育休期間 ： 3日ケース①

ケース②

ケース③

給与 ▶ 免除〇　賞与 ▶ 免除×

給与 ▶ 免除〇　賞与 ▶ 免除×

給与 ▶ 免除〇　賞与 ▶ 免除〇

女性は原則
2回までOK母

父

出生
▼

出生後8週
▼

3歳
▼

育児休業 育児休業

育児休業育児休業

産休

〈12月の掛金〉［具体例］

●連続した育児休業等を取得している場合は、2つの育児休業を1つの育児休業等とみなして掛金等の免除を適用します。

　子どもが生まれてから８週間以内に１回、８週間より後に１回としている取得回数の制限が緩和されます。
　※男性のみ、子の出生後８週間以内の育児休業は２回まで取得可能

施行日 政令で定める日

2 育児休業中の掛金免除の対象期間が一部変更されます

　育児休業中の給与と賞与にかかる掛金免除について、対象となる期間が変更されます。

施行日 令和4年10月1日

3 産前産後休業取得者の定時決定において、保険者算定が可能になりました

　毎年9月に行われる標準報酬月額の定時決定に際し、4月から6月までの間に産前産後休業を取得する組合員が所属所を
経由して共済組合に申出をした場合、その年の定時決定を保険者算定により行います。 施行日 令和4年4月1日～

A◯

B◯

給与

これまで 10月からは

①月末時点で育休を取得していれば免除
②月末時点で育休を取得していないと免除されない

①に加えて、その月中に2週間以上育休を取得して
いれば免除（月末でなくてもよい）

賞 与 月末時点で育休を取得していれば免除（１日でもOK）
賞与月の月末時点での取得かつ連続1ヵ月超の育休
取得に限り免除

男性は原則
4回までOK

◯が◯より2等級
以上下回る場合、
組合員の申出に
より◯で決定
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